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占有率リベート契約が社会厚生に与える影響＊

―理論的進展―

佐　　藤　　美　　里�†

1　はじめに

　公正取引委員会が公開している「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」によると，「事業者は，

取引先事業者の一定期間における取引額全体に占める自社商品の取引額の割合や，取引先事業者の店舗に

展示されている商品全体に占める自社商品の展示の割合（占有率）に応じたリベートを供与する場合があ

る」とし，このリベートを占有率リベートと呼んでいる1。例として，メーカー Aが自社の生産する財を

1単位あたり100円で各小売店に卸している状況を考える。そうした状況で，小売店がメーカー Aから需

要量の90％以上を仕入れるという条件で，1単位につき通常の卸売価格の５％に相当するリベートを支払

うという契約を提示するとする。この契約により，小売店はメーカー Aの財のシェアを90％以上にするこ

とで，1単位あたり95円で仕入れられるようになる。一方で，他のメーカーは，販売シェアを落とすこと

になってしまう。

　占有率リベート契約の主要な弊害として，他の事業者の事業活動を困難にする可能性が指摘されている。

占有率リベート契約の競合他社排除効果が問題となった事件としてはインテル事件がある。インテル株式

会社は，平成12年から14年にかけ，国内PCメーカー５社に対しインテル社製CPUの搭載率に応じてリベー

トの提供を行った。リベートを提供する条件として，インテル製CPUの割合を90％または100％とするこ

とが求められていた。このようなインテル社の行為は，私的独占に該当し，競合他社製CPUを採用させな

いようにする行為を中止するよう命じられた（インテル事件（平成17年４月13日勧告審決）平成17年（勧）

第1号）。

　インテル事件のように，自社製品の占有率を高く設定する占有率リベート契約が締結されると，競合他

社を排除する反競争的な目的で実施されたと見なされやすい。契約内の占有率が非常に高い場合は，取引

相手に自社製品の占有率を100％にすることを求める排他条件付取引契約と実質的に同一視することもで

き，経済学の分野において1970年代以降から排他条件付取引契約の文脈の中でも議論がされている。一方

で，契約内の占有率がそれほど高くない場合は，直ちに競合他社が排除されるわけではない。こうした状

況を想定し，競合他社の排除を目的としない占有率リベート契約がどのような状況で締結され，契約の締

結が社会的余剰にどのような影響を与えるかを明らかにすることは，占有率リベートの効果に関する知見

を深めるためにも重要である。

　上記の問題意識のもと，本稿では占有率リベート契約に関する理論的進展を紹介する。最初に，占有

率が100％と解釈可能な排他条件付取引による競合他社の排除に関する理論研究の進展を紹介する。その
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上で，占有率リベートに関連する研究の進展に注目し，その代表的な研究であり，競合他社の排除を目

的としない占有率リベート契約が締結される市場環境と契約の締結が社会的余剰に与える影響に注目した

Inderst and Shaffer（2010）の理論モデルのエッセンスを紹介する。

　Inderst and Shaffer（2010）の結果の要点は，以下の通りである。まず，競合他社の排除を目的としない

占有率リベート契約が利用されるのは，川下市場に水平的外部性（ある川下企業の販売量の増加が川下の

競合他社利潤を低下させる）が存在する状況である。水平的外部性が存在する場合，垂直的な取引におい

て川上企業と川下企業の結合利潤が小さくなってしまう。Inderst and Shaffer（2010）では，占有率リベー

ト契約により，問題となっている外部効果を緩和し，結合利潤を増加させることが可能であるということ

を示している。このため，競合他社の排除を目的とせずに占有率リベート契約が導入される可能性がある。

次に，川下市場の水平的外部性を緩和する目的で占有率リベート契約が利用される場合，社会的余剰は減

少する。川下市場の水平的外部性は，市場価格の低下をもたらすため，社会的に望ましい。川下市場に水

平的外部性が存在する時に占有率リベート契約が導入されると，市場価格が上昇する。このため，社会的

に望ましくない結果をもたらす。

　本稿の構成は，以下の通りである。2節において，占有率リベート契約に関連する先行研究を整理する。

Inderst and Shaffer（2010）をもとに，３節と４節を構成し，まず３節にてモデルについて説明する。次に

４節で占有率リベート契約が導入される可能性と占有率リベート契約が市場に与える影響について解説す

る。５節において，まとめを行う。付録Aでは，外部機会の利潤の導出を行う。

2　占有率リベート契約に関連する理論的進展

　本節では，占有率リベート契約に関連するこれまでの研究を整理する。占有率リベート契約の競争制限

的効果に関連する分析の一環として，反競争的な排他条件付取引の先行研究がある。2．1項では，占有

率リベート契約内の占有率が100％であり，競合他社の排除効果を持つ排他条件付取引契約に関する理論

的進展を概観し，特に近年の展開についてまとめる。また，2．2項では，占有率リベート契約に関する

研究を紹介する。

２．１　排他条件付取引契約の反競争性に関する先行研究

　排他条件付取引の反競争性に関する経済学的議論は，大きく３段階に分けることができる2。まず，

1970年代以前においては，排他条件付取引は反競争的であると考えられていた。排他条件付取引契約が締

結されると効率的な企業との取引が制限され，効率的な企業の参入が阻止されてしまう。このため，経済

学者の間では，理論モデル分析を必要とせず，排他条件付取引契約は反競争的であると見なされていた。

　こうした見方に対して，1970年代に入り，シカゴ学派のPosner（1976）やBork（1978）によって，上記の

議論は排他条件付取引契約が締結された事後の視点から展開されているという批判が行われた。シカゴ学

派は，取引を制限される側の企業が，そもそも効率的な企業との取引が制限されるような契約に応じる事前

の誘因を持つかに注意する必要があると指摘した。シカゴ学派は，この事前の誘因に注目して理論モデル

分析を行い，反競争的な目的で排他条件付取引が実現しないという結果を得た。このシカゴ学派の結果に

対して，排他条件付取引が反競争的であると考える経済学者は，それを示す理論モデルを提示できずにいた。

　こうした状況に変化が生じたのは1990年代に入ってからである。シカゴ学派では契約によって囲い込ま

れる川下企業が1社という想定で分析が行われていたが，ゲーム理論を利用した新しい産業組織論が主流

な分析手法となり，複数の川下企業が存在する状況に注目した理論モデル分析が行われるようになった。
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Rasmusen, Ramseyer, and Wiley（1991）及びSegal and Whinston（2000）は，規模の経済が存在することによって，

反競争的な目的で企業が排他条件付取引に従事することを示した。さらに，Simpson and Wickelgren（2007）

及びAbito and Wright（2008）は，川下市場の競争が反競争的な排他条件付取引の実現に影響を与えており，

川下市場の競争が激しいと反競争的な排他条件付取引が実現しやすいということを示した。

　上記の研究以外にも，排他条件付取引の研究は，活発に行われている。Aghion and Bolton（1987）で

は，参入企業の効率性に不確実性があり，取引契約に違約金が設定されていると，既存企業よりも効率

的な企業の参入が阻止されてしまうことを示した。Farrell（2005）は，川上企業間の競争が同質財ベルト

ラン競争ではなく，数量競争であれば，反競争的な排他条件付取引契約が締結されることを明らかにし

た。更にFumagalli, Motta, and Persson（2009）は，事後的に合併がある場合は参入後の競争が緩和される

ことが予想されるため，川下企業が効率的な企業を排除する排他条件付取引に応じることが指摘されてい

る。関係特殊的投資に注目したFumagalli, Motta, and Rønde（2012）では，排他条件付取引の投資が促進さ

れることにより，反競争的な効果を持つ排他条件付取引が締結されることを示している。また，Kitamura, 

Matsushima, and Sato（2018）では，価格支配力を持つ補完財供給企業の存在に注目し，効率的な川上企業

の参入があったとしても，その社会的便益が補完財供給企業にも流れてしまうため，川下企業の利潤がそ

れほど高くならず，排他条件付取引契約の締結が選択されることを明らかにした。

　2020年代に入ると，Liu and Meng（2021）が，企業活動の継続に固定費が必要である状況において，既

存企業が効率的な参入企業によって市場から排除される可能性がある場合の排他条件付取引契約の分析

を行い，既存企業がその契約を通じて社会的に望ましい参入を阻止できることを指摘した。Kitamura, 

Matsushima, and Sato（2023a）は，耐久財市場の上流における排他条件付取引に注目し，効率的な川上企

業の参入があると，耐久財市場特有の異時点間の競争が激化することで，参入の便益が消費者に流れてし

まうため，反競争的な排他条件付取引が実現することを示した。Kitamura, Matsushima, and Sato（2023b）

では，効率的川上参入企業が持つ外部取引機会に注目し，外部取引機会を効果的に利用できる効率的な企

業の参入は，川下企業にとって必ずしも望ましいものではないため，効率的な企業を排除する排他条件付

取引契約が締結される可能性があることを明らかにしている。

　本項で概観したように，排他条件付取引の反競争性に関する議論は，1970年代のシカゴ学派による理論

的転換を経て，近年ではゲーム理論を活用した精緻な分析へと進化しており，反競争的な排他条件付取引

契約がどのような市場環境で成立するのか整理が進んでいる。

２．２　占有率リベート契約及び各種割引に関する先行研究

　競合他社を市場から完全に排除することを目的とした排他条件付取引契約に対して，市場の一定割合以

上の占有率を達成することでリベートの支払いや割引が行われる場合も散見され，そのような占有率リ

ベートや忠誠割引などの研究も進んでいる。

　Kolay, Ordover, and Shaffer（2004）は，小売契約における全単位割引（All Units Discounts），つまり，小

売業者の購入数量がある閾値以上である場合，小売業者の卸売価格を購入単位ごとに引き下げる割引につ

いて分析をしている。全単位割引は反競争的であると見なされがちであったが，実際には，市場で有効

に機能する場合があることを議論している。次節以降で詳しく解説していくInderst and Shaffer（2010）と

同様に，競合他社の排除効果を持たない占有率リベート契約の研究であるAmemiya, Kitamura, and Oshiro

（2014）では，川上企業と川下企業間における垂直的外部性に注目した分析を行っており，占有率リベー

ト契約は社会的に望ましくない垂直的外部性を緩和するため，社会的余剰を増加させることを明らかに

している。次に，排他条件付取引契約による競争政策上の弊害にかかわる議論とともに市場占有率割引
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にも議論を展開している研究として，DeGraba（2013）がある。支配的な供給者が排他条件付取引契約や

忠誠割引を用いることで競争を制限し，市場の社会的余剰を低下させる可能性を理論的に分析しており，

支配的な供給者は，競合他社を完全に排除せずとも，競争を制限できることが示されている。また，Ide，

Montero, and Figueroa（2016）は，既存メーカーが小売業者に定価の何割かを割引するリベート契約につ

いて分析しており，このリベート契約が効率的な競合他社の参入を阻止するために使用することはできな

いことを示している。Chao, Tan, and Wong（2018）は，全単位割引が市場に与える影響を理論的に分析し，

特に支配的企業が競合他者を部分的に排除する手段として機能する可能性を示し，競争が制限されること

で，小規模企業の効率的な生産機会が失われ，社会的余剰が損なわれる危険性を議論している。

　占有率リベートや割引に関連する研究は，競合他社の排除を目的としているものだけではなく，支配的

地位の確保や自社利潤の拡大を目的としたものにも注目が注がれており，社会的余剰への影響が活発に議

論されている。

３　モデル

　本節で紹介するモデルは，Inderst and Shaffer（2010）を簡略化したものである。３．1項では，川上市

場と川下市場について説明する。３．2項では，ゲームのタイミングについて説明する。

３．１　川上市場と川下市場

　Inderst and Shaffer（2010）のモデルは図1のようにまとめることができる。川上市場には， 財と 財

が存在する。両財の生産費用は同一であり，限界費用を とする。 財は川上企業 によって生

産される。一方， 財は，複数の同質の企業によって競争的に供給され， 財の卸売価格は になる。こ

のため， 財を生産する川上企業の利潤はゼロとなる。この仮定は，川上市場における水平的外部性の効
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いて本質的な役割を果たすことを明確にすることができる。
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ただし， は 財と 財の差別化の程度を表すパラメータであり， は 財の価格， は 財の

価格である。
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　卸売契約の提示を受け，第2段階では， と は契約するかを他社の決定を観察できないまま，同時

に決定する。どちらか一方の川下企業が契約を拒否した場合，契約パーティー内で再交渉を行うことが可

図２　ゲームのタイミング
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能であり， は契約した川下企業に対して卸売契約を再提示し，拒否した川下企業とは取引をしないこ

とができる。拒否が発生した際に，再交渉ができるため， はより有利な条件で卸売契約を締結できる

ようになる。よって，以下の分析では，両方の川下企業と契約する均衡経路上の利潤に注目し，占有率リ

ベート契約がない通常の二部料金の場合と占有率リベート契約の場合を比較する３。

　第３段階において，契約の締結状況を観察し， と が 財と 財の購入量を決定する。占有率リベー

ト契約を結んだ場合，川下企業の卸売料金は 財の占有率に依存して変化する。一方で， 財は競争的に

供給されるため， 単位の 財を仕入れた の 財を生産する川上企業への支払額 は，

となる。

　第４段階において，各川下企業が最終消費者に財を販売する。後の議論のため， の利潤を と表

記し， ， の利潤をそれぞれ ， と表記する。

４　分析

　本節では，競合他社の排除を目的とせずに，占有率リベート契約が締結されるかをInderst and Shaffer

（2010）に基づいて議論する。４．1項では，ベンチマークケースとして，結合利潤を最大化するような

財と 財の販売量を導出する。４．2項では，占有率リベート契約ではなく，通常の二部料金が提示され

る状況を説明し，４．３項では，占有率リベート契約が提示される状況を説明する。

４．１　結合利潤の最大化問題

　 ， ， の３企業の結合利潤を最大にする各財の販売量の組合せ は，以下の利潤最大化

問題から得ることができる。

 （1）

この利潤最大化問題から，結合利潤を最大にする 財の販売量を得る。

各財の販売量が同一であるため， 財の占有率は，

となる。また，３企業の結合利潤は，

となる。

４．２　占有率リベート契約が提示できない場合

　本項では，占有率リベート契約ではなく，通常の二部料金が提示される状況について解説する。はじめ
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に各企業の均衡取引量と利潤を導出し，後半で結合利潤の比較を行う。

■均衡取引量，利潤の導出　後ろ向き帰納法を利用し，均衡取引量，利潤を導出する。まず，第2段階で

二部料金 を両川下企業が受入れたときの第３段階における各川下企業の利潤最大化問題を考え

る。 とし， の 財と 財の販売量を所与とした の利潤最大化問題は，以下の通り

である。

この利潤最大化問題を解くと， が与えられたときの の最適販売量 ， を得る。

表記の簡単化のために， とし， を以下のように定義する。

　次に，第1段階での の利潤最大化問題を考える。 が与えられたときの の販売量が にな

ることを予想し，自社の利潤が最大になるように， を設定する。

 （2）

が を拒否し， 財だけを販売した時の利潤は， となる４。 は に対して，

この外部利潤を補償する水準の を設定する。すなわち，

となり，利潤最大化問題（2）は以下のように書き換えることができる。

この利潤最大化問題を解くことで，以下の従量料金価格を得る。

この従量料金価格と の限界費用を比較すると となるため，限界費用よ

りも高い価格付けをしていることがわかる。この従量料金価格での の販売量は，
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となる。これらの販売量を用いて，占有率リベート契約が存在しない場合の均衡における と の利潤

を導出することができる。

■結合利潤の比較　占有率リベート契約ではない通常の二部料金の場合の結合利潤を導出すると，

となり，結合利潤は最大になっていないことが分かる。

　以下では，通常の二部料金を用いても，結合利潤の最大化が達成できない原因について解説する。結合

利潤最大化問題（1）の1階の条件を利用し， 財の販売量 を所与とした の最適販売量

を用いて， ， ， の結合利潤を以下のように定義する。

結合利潤を最大にする では， となるが，

通常の二部料金下の均衡販売量 では，

となり， 財の販売量を よりも減少させることで結合利潤が増加することがわかる。通常の二部料金

下の均衡販売量において， 財の占有率は，

となっており，競争的に供給される 財の販売量の方が大きくなっていることが分かる。

　Inderst and Shaffer（2010）のモデルでは，川下市場において 財と 財について川下企業間のクールノー

競争が存在することで，水平的外部性が存在している。 は， 財の販売量については，通常の二部料

金であっても従量料金価格 によりコントロール可能な状況である。しかし， 財の販売量については，

は従量料金価格を通じてコントロールできない状況となっている。つまり， は競争的に供給される

財の販売をめぐる川下企業間のクールノー競争を緩めることができず， 財の販売量が多くなってし

まっている。このため， 財の需要が小さくなってしまい， 財の販売から発生する利潤も小さい。また，

財の販売量が多いため， 財の販売から発生する川下企業の利潤も小さくなっている。

　以上の議論から， 財の販売量をコントロールできるのであれば， ， ， の結合利潤を改善す

る余地がある。よって以下の命題を得る。

命題１　川下市場に水平的外部性が存在する場合， は 財の販売量については通常の二部料金におい

ても，従量料金価格 によりコントロール可能であるが， 財の販売量はコントロール不可能である。

このため，通常の二部料金では， ， ， は結合利潤を最大化することができない。
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４．３　占有率リベート契約が提示できる場合

　この項では，占有率リベート契約を提示できる状況を解説する。はじめに占有率リベート契約が企業の

結合利潤に与える影響に注目し，後半に占有率リベート契約の社会的余剰への影響について考察する。

■占有率リベート契約の結合利潤への影響　第1段階にて， は各川下企業に対して，以下の占有率リ

ベート契約 を提示する。

ただし， は契約内の占有率を守った時の従量料金， は契約内の占有率を守らなかった時の従

量料金である。この契約では，当該川下企業の 財の占有率が 以上であれば，従量料金の値引きを行う。

この契約に両方の川下企業が参加した場合， 財の販売量を固定した状態で 財の占有率を高めるために

は， 財の販売量を減少させる必要がある。このため，占有率リベート契約は 財の販売量を減少させる

効果を持つことがわかる。言い換えると，占有率リベート契約によって， 財の販売量をコントロールす

ることができる状況となる。このため，占有率リベート契約は， 財を市場から排除することなく， ，

， の結合利潤を増加させることを可能にする。これまでの議論より， 財の占有率が1/2になるよ

うにすればいいことがわかる。その状況では，３社の結合利潤を最大化するように， は を設定す

ることができるようになる。よって，以下の命題を得る。

命題２　川下市場に水平的外部性が存在する場合，競合他社の排除を目的としない占有率リベート契約が

締結される。占有率リベート契約によって， 財の占有率は， から1/2に増加し， ， ，

の結合利潤最大化が達成可能となる。

■占有率リベート契約の社会的余剰への影響　まず，消費者余剰への影響に注目するため，占有率リベー

ト契約が締結された時の 財の市場価格 と通常の二部料金契約が締結された時の 財の市場価格 と

を比較する。 財については，占有率リベート契約は 財の販売に関する競争を制限する効果を持つため，

財の市場価格を上昇させ，

となる。また， 財についても，従量料金価格 の値上げを通じ，市場価格を上昇させるため，

となる。したがって，占有率リベート契約により，企業の利潤は増加するが，消費者余剰は低下する。

　次に，社会的余剰 への影響に注目する。占有率リベート契約締結時の社

会的余剰 と通常の二部料金契約締結時の社会的余剰 を比較すると
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となるため，占有率リベート契約により，社会的余剰が低下する。よって，以下の命題を得る。

命題３　川下市場において水平的外部性が存在する時，占有率リベート契約は，社会的余剰を低下させる。

　 財の販売に関する川下市場の競争は， 財の販売量を増加させ， 財の市場価格を低下させるだけで

なく，代替財である 財の価格も低下させる。通常の二部料金契約下における各財の市場価格の低下は，

社会的には望ましいものであるが， ， ， の結合利潤の観点では，望ましいものではない。Inderst 

and Shaffer（2010）で注目している占有率リベート契約は，社会的に望ましい外部効果を緩和してしまう

ために社会的には望ましい結果をもたらさないのである。

５　おわりに

　本稿では，近年の占有率リベート契約に関連する理論的進展を調査した。占有率リベート契約は，指定

された占有率が非常に高い場合には，競合他社の排除が発生する可能性がある。このため，占有率リベー

ト契約の競合他社排除効果は，重要な側面である。しかし，占有率リベート契約について議論をする際に

は，占有率リベート契約の持つ様々な特性を解明する必要がある。例えば，競合他社の排除効果に焦点を

絞らず，例えばシェア35％から40％の企業を想定するとして，占有率リベート契約が市場に与える影響に

ついて分析することも重要である。

　上記の問題意識のもと，本稿では，占有率リベート契約が競合他社の排除を目的とせず利用される市場

環境と社会的余剰への影響について理解するため，Inderst and Shaffer（2010）の理論研究を簡略化して紹

介している。Inderst and Shaffer（2010）の結果は，以下のようにまとめることができる。第1に，川下市

場における水平的外部性が存在する市場環境においては，競合他社の排除を目的とせずとも企業が占有率

リベート契約を利用する誘因がある。第2に，競合他社の排除を目的としない占有率リベート契約は，川

下市場における水平的外部性を緩和するため，市場価格の上昇を招き，結果として社会的余剰を悪化させ

る。

　本稿では，占有率リベート契約の競争政策上の評価に関する理論的理解を深めることを目的とし，競合

他社排除の視点に限定せず，市場全体への影響を広範に説明を行った。今後の競争政策や独占禁止法にお

けるリベート規制の設計に対し，この分野の理論的進展のまとめを提供するものであり，今後更なる理論

研究の蓄積が期待される。

註

1　リベートの供与は様々な形態で行われており，占有率リベートは1つの形態である。流通・取引慣行に関する独占禁止法
上の指針では，（1）流通業者の事業活動に対する制限の手段としてのリベート，（2）占有率リベート，（３）著しく累進
的なリベート，（４）帳合取引の義務付けとなるようなリベートに分類している。

2　排他条件付取引契約の議論の流れをまとめた文献としては，Motta（2004）, Whinston（2006）, Fumagalli, Motta, and Calcagno
（2018）がある。日本語の文献としては，松八重（2009），北村（2014，2015）がある。
３　占有率リベート契約の交渉プロセスの設定については，Inderst and Shaffer（2010）で詳細な説明がされている。
４　付録Aにて，外部機会利潤の導出について解説している。
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付録Ａ

　付録Aでは，通常の二部料金下において， が を提示した際に，片方の川下企業が拒否した

場合に得る外部機会利潤を導出する。一般性を失うことなく， が拒否したとする。 は に 財を

提供しないため， の利潤最大化問題は

となる。 から， を再提示された の利潤最大化問題は

となる。これらの利潤最大化問題より， を所与とした各企業の最適販売量を得ることができる。

これらの販売量を の利潤 に代入することで， は以下の外部利潤を得る。


